
ブリック
コメント
( 意見公募）

パ

基
本
理
念
は
「
安
心
と
生
き
が
い

の
あ
る
高
齢
者
福
祉
の
充
実
」

　

市
の
人
口
が
減
少
傾
向
に
あ
る
中
、
６５
歳

以
上
の
高
齢
者
人
口
は
今
後
も
増
加
し
続
け
、

平
成
２６
年
度
に
は
、
高
齢
化
率
が
３１
・
１
㌫

に
達
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

高
齢
化
に
伴
い
、
介
護
保
険
事
業
の
要
介

護
認
定
者
は
増
加
し
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

が
拡
大
し
て
い
く
中
、
給
付
費
も
年
々
上
昇

し
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
独
り
暮
ら
し
や
高
齢
者
の
み
の
世

帯
、
認
知
症
高
齢
者
が
増
加
し
て
い
く
と
考

え
ら
れ
、
身
近
な
地
域
で
の
見
守
り
や
支
え

合
い
、
認
知
症
支
援
の
充
実
が
必
要
で
す
。

ま
た
高
齢
者
が
い
つ
ま
で
も
元
気
で
生
き
が

い
を
持
っ
て
、
地
域
で
活
躍
で
き
、
高
齢
者

同
士
が
支
え
合
う
地
域
づ
く
り
が
急
務
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　

高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
暮
ら
し
続

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
高
齢
者
の
要
望

や
状
態
の
変
化
に
応
じ
た｢

医
療｣

「
介
護
」

「
介
護
予
防
」「
住
ま
い
」「
生
活
支
援
」
の

５
つ
の
サ
ー
ビ
ス
を
切
れ
目
な
く
提
供
し
、

「
安
心
と
生
き
が
い
の
あ
る
高
齢
者
福
祉
の

充
実
」
を
基
本
理
念
と
し
た
、
高
齢
者
福
祉

施
策
と
介
護
保
険
事
業
の
充
実
を
目
指
し
ま

す
。

　

計
画
案
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
市
民
の

代
表
や
学
識
経
験
者
、
医
療
・
保
健
・
福
祉

関
係
者
で
組
織
す
る
「
市
介
護
保
険
事
業
計

画
策
定
委
員
会
」
で
検
討
し
て
き
ま
し
た
。

介
護
保
険
の
対
象
と
な
る
市
民
や
介
護
給
付

を
受
け
て
い
な
い
７５
歳
以
上
の
高
齢
者
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
介
護
支
援
専
門
員
な

ど
か
ら
、
事
業
に
対
す
る
意
見
や
高
齢
者
を

取
り
巻
く
地
域
社
会
の
現
状
な
ど
の
調
査
を

行
い
、
計
画
策
定
の
参
考
に
し
て
い
ま
す
。

●高齢者がいつまでも元気で生きがい

を持って暮らしていくため、老人クラ

ブ活動の支援や、郷土の先人佐藤一斎

の「三学の精神」に基づいた生涯学習

活動などを推進します。

●高齢者の労働や社会活動を推進する

ため、シルバー人材センターの支援や

学校教育における地域講師、まちづく

り活動への参加など、地域社会で活動

する場をつくり出します。

　

高
齢
者
福
祉
計
画
は
、
高
齢
者
の
福
祉
に
関
わ
る
総
合
的
な
計
画
で
す
。
介
護
保
険

事
業
計
画
は
、
介
護
保
険
の
給
付
対
象
と
な
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
計
画
で
す
。

こ
の
二
つ
の
計
画
は
、
高
齢
化
の
進
行
や
、
医
療
・
福
祉
制
度
な
ど
社
会
的
な
変
化
を

踏
ま
え
、
３
年
間
を
１
期
と
し
て
見
直
し
を
し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
来
年
度
か
ら
平
成
２６
年
度
ま
で
の
第
５
期
計
画

（案）
の
概
要
を
お
知
ら
せ

し
、
皆
さ
ん
か
ら
の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ　

高
齢
福
祉
課
志
２
６
―
２
１
１
１
（
内
線
１
２
３
）

１．高齢者が生きが
　いを持って生き
　生きと暮らす

●早期からの介護予防を推進するため、それぞれの年代に合わせた健

康づくりを促進し、壮年期から生活習慣病の予防や健康に関する正し

い情報の提供、健康相談、生活習慣改

善支援などを行います。

●高齢者の閉じこもり防止や介護予防

を推進するため、いきいき教室の開催

やふれあいサロン活動への支援、おし

ゃべりパートナーの派遣、介護予防や

認知症予防についての普及と啓発、回

想法を活用した事業などを行います。

●支援が必要な高齢者のそれぞれの状況に応じたサービスを提供する

ため、軽度生活支援やお元気食事サービス、訪問理容サービス、寝具

消毒乾燥サービスなどを行います。

●安心で安全な生活環境を整備するため、高齢者の住宅改善への助成

や地域での移送サービス活動の支援、緊急通報システムの設置、災害

時における高齢者支援体制の充実などを行います。

●認知症を正しく理解し、社会全体で認知症の方とその介護者を支援

していくため、認知症サポーターの養成や認知症支援の人材育成、若

年性認知症に対する支援、徘
はいかい

徊高齢者の位置を探索する端末機の貸し

付けなどを行います。

●認知症などにより判断能力が十分でない高齢者の権利を守るため、

日常生活の自立支援事業や成年後見制度の利用促進、介護保険施設な

どへ介護相談員の派遣などを行います。

●見守りが必要な高齢者を地域で支える仕組みづくりや、介護が必要

になっても安心して暮らし続けられるよう保健と医療、福祉、地域な

どが連携し、目的に応じた柔軟な対応ができる地域包括ケアネットワ

ークをつくり上げます。

●介護が必要な高齢者が、状態に応じたきめ細かなサービスを受ける

ため、小規模多機能型居宅介護や認知症対応型通所介護、認知症対応

型共同生活介護などの地域密着型サービスなどを充実していきます。

●介護者を支援するため、介護者交流事業や認知症の方の家族のつど

いなどの開催や介護用品の購入助成など、介護者の精神的、身体的、

経済的負担の軽減を図ります。

２．高齢者がいつま
　でも元気に暮らす

３．住みなれた地域
　で安心して暮らす

４．介護を受けなが
　ら安心して暮らす

■４つの柱による基本体系　― 高齢者福祉計画（案）―

滑
健
康
維
持
を
支
援
す
る
教
室

▲「想（おも）い出列車」に参加して明知鉄道の中で懐かしい歌を歌う皆さん

滑
地
域
の
学
校
で
異
世
代
間
交
流

高齢者福祉計画
介護保険事業計画

第５期

計画案に

高
齢
者
の
皆
さ
ん
が
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
ま
ち
を
目
指
し
て

ご意見を
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１０

２０

３０

４０

２９．６

３１．９

３４．４

３８．６

４２．１

 （億円）

 （億円）

 （％） （人）

現在の介護保険料
（基準額）

月額３，６９４円

平成２４～２６年度の

月額５，１００～５，２００円

介護保険料（基準額）

ブリック
コメント
( 意見公募）

パ

◆
要
介
護
・
要
支
援
認
定
率
は
１８
㌫
超
え
に

　

左
の
グ
ラ
フ
は
、
市
内
の
６５
歳
以
上
の
高
齢
者
の
人

口
の
推
移
と
、
そ
の
う
ち
、
介
護
を
必
要
と
す
る
要
介

護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
た
人
の
割
合
の
推
移
を
示
し

て
い
ま
す
。

　

高
齢
者
人
口
は
、
本
年
度
と
比
べ
る
と
３
年
後
の
平

成
２６
年
度
に
は
、
１
０
４
６
人
増
え
、
１
万
６
５
０
０

人
余
り
に
上
昇
し
、
認
定
率
も
上
昇
し
て
い
く
と
予
想

さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
先
、
高
齢
者
人
口
と
認
定
率
の
上
昇
で
、
介
護

保
険
の
需
要
は
、
さ
ら
に
高
ま
る
見
込
み
で
す
。

◆
増
え
続
け
る
給
付
費

　

介
護
保
険
事
業
計
画
で
は
、
３
年
ご
と
に
介
護
サ
ー

ビ
ス
に
必
要
な
お
金
を
見
込
み
、
６５
歳
以
上
の
方
の
介

護
保
険
料
を
決
定
し
て
い
ま
す
。

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
必
要
な
お
金
の
う
ち
、
１
割
の
自

己
負
担
額
を
除
い
た
分
を
給
付
費
と
言
い
ま
す
。
給
付

費
は
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
、こ
れ
か
ら
の
給
付
費
は
、

介
護
報
酬
や
認
定
者
数
の
増
加
な
ど
か
ら
次
の
よ
う
に

推
計
さ
れ
ま
す
。

　

第
５
期
は
第
４
期
に
比
べ
、
総
額
で
約
２４
億
円
増
の

約
１
５
２
億
円
と
試
算
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
給
付
費
は
、

公
費
と
介
護
保
険
料
で
賄
わ
れ
ま
す
。
負
担
割
合
は
、

法
律
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
６５
歳
以
上
の
方
の
負
担
す

る
割
合
は
、
本
年
度
ま
で
は
介
護
給
付
費
の
２０
㌫
で
し

た
が
、
来
年
度
か
ら
は
２１
㌫
に
な
り
ま
す
。

　

今
後
、
国
の
方
針
に
よ
り
、
介
護
報
酬
の
改
定
が
あ

り
、
報
酬
が
増
額
と
な
る
と
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
給
付

費
の
見
込
み
も
増
額
し
ま
す
。

◆
介
護
保
険
料
は
３８
―
４１
㌫
の
増
額

　

６５
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料
は
、
市
町
村
ご
と
で

決
定
さ
れ
ま
す
。
現
在
、
当
市
の
６５
歳
以
上
の
方
の
介

護
保
険
料
は
、
基
準
額
で
月
額
３
６
９
４
円
で
す
。
基

準
額
と
は
、平
均
的
な
所
得
の
方
の
介
護
保
険
料
で
す
。

次
期
（
第
５
期
）
の
介
護
保
険
料
の
算
定
で
は
、
今
期

に
予
想
を
大
き
く
上
回
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が

あ
っ
た
こ
と
や
、
次
期
に
予
想
さ
れ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス

利
用
者
の
増
、
６５
歳
以
上
の
方
の
負
担
割
合
が
２０
㌫
か

ら
２１
㌫
に
上
が
る
こ
と
、
新
規
施
設
開
設
に
よ
る
給
付

費
の
増
な
ど
か
ら
、
値
上
げ
が
避
け
ら
れ
な
い
状
況
と

な
り
ま
す
。
ま
た
保
険
料
の
上
昇
を
抑
え
る
た
め
に
充

て
る
こ
と
が
で
き
る
貯
金
（
基
金
）
は
、
今
期
で
底
を

つ
い
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
介
護
保
険
料
は
月
額

５
１
０
０
―
５
２
０
０
円
（
約
３８
―
４１
㌫
の
増
額
）
程

度
に
な
る
見
込
み
で
す
。

　

一
人
一
人
の
介
護
保
険
料
は
、
自
分
の
所
得
と
家
族

の
方
の
所
得
に
よ
り
１１
段
階
に
区
分
さ
れ
ま
す
。
所
得

が
低
い
人
の
介
護
保
険
料
は
、
基
準
額
よ
り
低
く
な
り

ま
す
。

◆
介
護
保
険
料
は
給
付
費
に
使
用

　

昨
年
度
、
６５
歳
以
上
の
方
が
支
払
っ
た
介
護
保
険
料
は
、
約

６
億
８
千
万
円
で
、す
べ
て
が
介
護
保
険
事
業
に
充
て
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
大
部
分
は
、
利
用
し
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
、
１
割
の
自
己
負
担

額
を
除
い
た
額
に
当
た
る
給
付
費
に
使
わ
れ
ま
し
た
（
左
の
グ
ラ
フ

参
照
）。

　

ま
た
要
介
護
状
態
に
な
ら
な
い
よ
う
介
護
予
防
を
行
っ
た
り
、
高

齢
者
の
権
利
擁
護
や
家
族
介
護
の
支
援
な
ど
を
行
っ
た
り
す
る
地
域

支
援
事
業
に
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
２２
年
度
の
こ
の
事
業
費
は

約
１
億
円
で
し
た
。

■
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
使
う
給
付
費
が
年
々
増
加　

―
介
護
保
険
事
業
計
画

（案）
―

計画（案）への意見をお寄せください

　市では、市民の意見を計画に反映させるため、

高齢者福祉計画（案）と介護保険事業計画（案）に

ついての意見を募集します。

　計画案は、高齢福祉課や本庁舎情報公開コー

ナー、各振興事務所、市中央図書館で閲覧できま

す。市ウェブサイト（http://www.city.ena.lg.jp/）

にも掲載しています。閲覧期間は、意見募集期間

と同じです。

□募集期間　１月１３日㈮～２月３日㈮
□募集方法　本紙１日号折り込みの広報直通便、

官製はがき、ファクス、電子メールなどで、①氏

名②住所③連絡先―を明記し、お寄せください。

見出しは、「高齢者福祉計画」などとしてください。

　　高齢福祉課　〒５０９-７２９２（住所不要）　志２６-

２１１１（内線１２３）　思２５-７２９４　糸 koureifukushi

@city.ena.lg.jp

 ■ 居宅サービス費（デイサービスや

ショートステイ、訪問介護、訪問看護な

どの利用料）
 ■ 施設サービス費（自宅での介護が難

しい方が利用する介護老人福祉施設や、

自立を目的にリハビリなどを必要とする

方が利用する介護老人保健施設などの利

用料）

■ 地域密着型サービス費（認知症グルー

プホームや認知症デイサービス、小規模

多機能型居宅介護などの利用料）
 ■ サービス計画費（居宅サービスを利

用する際の計画費）

■ 特定入所者介護サービス費（所得の

低い方が施設、短期入所サービスに滞在

したときの食費と居住費の補足分として

支給するもの）

　 その他　高額介護サービス費、高額

医療合算介護サービス費、住宅改修費、

福祉用具購入費、審査支払手数料

高齢者人口と認定率の推移

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

認定率高齢者人口

１５，０００

１６，０００

１７，０００

１５

１６

１７

１８

１９

　 給付費の負担割合

国２５％

県１２.５％

   市
１２.５％

４０～６４歳
の保険料

    ２９％

６５歳以上の
保険料２１％

給付費の内訳

Ｈ１８ Ｈ１９Ｈ２０Ｈ２１Ｈ２２

１５，６１４ １５，６０８

１５，４６６

１５，７２０

１６，１７４

１６，５１２

１５．６％

１６．４％

１７．０％

１７．７％

１８．３％

１８．６％

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６
１０

２０

３０

４０

５０

６０

　給付費の年ごとの推移

３８．６

４２．１

４６．９ ４７．２

５４．７

５０．５

介護給付費の実績（Ｈ２３は見込み）

※１

※２

※１  医療保険とは別に納付します 
※２  医療保険と一括して納付します

６５歳以上の方の
 介護保険料（基準額）

約１５２億円約１２８億円

（第４期） （第５期）

（実績） （見込み）

第４期計画時の介護給付費見込み

第５期の介護給付費（見込み）

３８
４０

４２

問
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